
▲ 国民健康保険被保険者証

※１. 従前 29.0 万円　変更後 29.5 万円
※２. 従前 53.5 万円　変更後 54.5 万円

▲ ホームページ

▲ ホームページ

　

令
和
6
年
度
に
実
施
さ
れ
る
定

額
減
税
（
納
税
者
お
よ
び
同
一
生

計
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
1
人

に
つ
き
所
得
税
3
万
円
、
住
民
税

１
万
円
の
減
税
）
で
、
減
税
し
き

れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人
に
対
し

て
、
調
整
給
付
金
を
給
付
し
ま
す
。

対
　
象

　
次
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
る
人

①
令
和
６
年
分
所
得
税
が
課
税
さ
れ

る
見
込
み
の
人
、
ま
た
は
、
令

和
6
年
度
住
民
税
所
得
割
が
課

税
さ
れ
て
い
る
人

②
定
額
減
税
に
よ
り
①
の
所
得
税
・

住
民
税
が
減
税
し
き
れ
な
い
と

見
込
ま
れ
る
人

※
た
だ
し
、
納
税
義
務
者
本
人
の
合
計
所
得

金
額
が
１
８
０
５
万
円
を
超
え
る
人
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

「定額減税しきれないと見込まれる人」へ
調整給付金が給付されます

給
付
額
　

所
得
税
お
よ
び
住
民
税
が
減
税

し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
額

の
合
計
額
を
１
万
円
単
位
に
切

り
上
げ
た
額
。

手
続
き

　
給
付
金
の
対
象
と
な
る
人
に
は

8
月
下
旬
に
通
知
書
を
お
送
り

し
ま
す
。

問
合
せ
　
税
務
課

☎
７
３-

８
０
１
1

税務

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
料
品
な
ど
の

物
価
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま

え
、
特
に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き

い
低
所
得
世
帯
（
令
和
6
年
度
に

お
い
て
新
た
に
住
民
税
非
課
税
世

帯
な
ど
に
な
る
世
帯
）
に
対
す
る

給
付
金
を
給
付
し
ま
す
。

① 

住
民
税
非
課
税
世
帯
・
住
民
税
所
得
割

非
課
税
世
帯

対
　
象
　

　
基
準
日
（
令
和
6
年
6
月
3
日
）

に
お
い
て
、
あ
わ
ら
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令

和
6
年
度
分
の
住
民
税
所
得
割

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
の
世
帯

主
給
付
額
　

　
1
世
帯
当
た
り
10
万
円

新たに住民税非課税世帯となる世帯に
低所得世帯支援給付金が給付されます

② 

こ
ど
も
加
算
世
帯

対
　
象
　

　
基
準
日
（
令
和
6
年
6
月
3
日
）

に
お
い
て
、
あ
わ
ら
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
①
に
該
当
す
る

世
帯
の
う
ち
18
歳
未
満
の
児
童
が

い
る
世
帯
の
世
帯
主

給
付
額
　

　
児
童
一
人
当
た
り
5
万
円

※
①
②
と
も
令
和
5
年
度
に
給
付
金
の
対
象

と
な
っ
た
世
帯
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

（
給
付
受
給
の
ほ
か
辞
退
・
未
申
請
も
含
む
）

申
請
期
限
　
10
月
31
日 (

木)

　
①
②
と
も
対
象
の
世
帯
に
は
７
月

下
旬
頃
に
確
認
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

問
合
せ
　
福
祉
課
☎
７
３-

８
０
２
0

福祉

▲ ホームページ

　
現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険
証

が
、８
月
１
日
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
７
月
下
旬
に

特
定
記
録
郵
便
で
郵
送
し
ま
す
の

で
、
氏
名
や
住
所
に
誤
り
が
な
い

か
、
必
ず
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　

８
月
に
な
っ
て
も
保
険
証
が
届

か
な
い
場
合
は
、
市
民
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
現
在
の
健
康
保
険
証
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
の
一
体
化
に
よ
り
、
令
和
６
年
12

月
２
日
か
ら
マ
イ
ナ
保
険
証
に
移
行
さ
れ
ま

す
。

問
合
せ
　
市
民
課

☎
７
３-

８
０
１
５

保険証が切り替わります

市民

　

職
員
が
ご
自
宅
な
ど
に
訪
問
す

る
出
張
申
請
を
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
１
人
か
ら
で
も
受
け
付

け
可
能
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

　
免
許
証
、
保
険
証
、
子
ど
も
医
療

受
給
者
証
、
通
知
カ
ー
ド
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
書
か
れ
た
紙
の
カ
ー

ド
）、
二
次
元
コ
ー
ド
付
き
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

な
ど

マイナンバーカード
出張申請のご案内

必
要
書
類
が
揃
っ
て
い
れ
ば
、
完

成
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

問
合
せ
　
市
民
課

☎
７
３-

８
０
１
４

後期高齢者医療制度の保険料が見直されます

市民

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
は
、
２
年
に
一
度
見
直
し
が
行

わ
れ
ま
す
。
今
回
、
福
井
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
、

賦
課
限
度
額
と
均
等
割
軽
減
基
準

額
の
変
更
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
保
険
料
率
（
据
え
置
き
）

　
令
和
6
・
7
年
度　

　
所
得
割
率
９
．
７
％

　
均
等
割
額
４
９
７
０
０
円

保
険
料
率
は
据
え
置
き
と
な
り

ま
す
が
、
制
度
の
見
直
し
に
伴
い

次
の
と
お
り
変
更
が
あ
り
ま
す
。

賦
課
限
度
額
の
変
更

　
賦
課
限
度
額
が
66
万
円
か
ら
80
万

円
に
変
更
と
な
り
ま
す
。た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す

場
合
は
73
万
円
が
限
度
と
な
り
ま
す
。

〈
条
件
〉

①
昭
和
24
年
３
月
31
日
以
前
に

生
ま
れ
た
人

②
令
和
７
年
３
月
31
日
以
前
に

早
期
加
入
し
た
人

問
合
せ
　

福
井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
５
４-

６
３
３
０

均
等
割
軽
減
基
準
額
の
変
更

軽減割合 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条件

７割 世帯の総所得金額が 43 万 +10 万×（給与所得者の数 -1）以下

５割
世帯の総所得金額が 43 万 +《29.5 ※ 1 万円×世帯に属する被保険者数 +10 万
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×（給与所得者の数 -1）》以下

２割
世帯の総所得金額が 43 万 +《54.5 ※ 2 万円×世帯に属する被保険者数 +10 万
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×（給与所得者の数 -1）》以下

国民年金加入者の皆さんへ
大切なお知らせ

保
険
料
の
免
除
お
よ
び
猶
予
制
度

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

に
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受

け
ず
保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
な
っ
た
場

合
、
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

要
　
件
　

　
本
人
、配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主（
猶

予
の
場
合
は
本
人
お
よ
び
配
偶

者
）
の
前
年
所
得
合
計
が
次
の
金

額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
納
付
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
の
は
50
歳

未
満
に
限
り
ま
す
。

対
象
期
間
　

　
申
請
日
か
ら
過
去
２
年
１
カ
月

お
得
な
付
加
年
金

　
毎
月
の
保
険
料
に
付
加
保
険
料

（
月
額
４
０
０
円
）
を
追
加
で
納
付

す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加

年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

付
加
年
金
額
（
年
額
）

＝
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を
10
年

間
納
付
し
た
場
合
、
付
加
年
金

２
４
０
０
０
円
（
年
額
）
が
老
齢

基
礎
年
金
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
年
金
を
２
年
以
上
受
け

取
れ
ば
、
納
め
た
付
加
保
険
料
分

よ
り
多
く
も
ら
え
る
た
め
、
大
変

お
得
で
す
。

　
付
加
保
険
料
を
納
め
る
た
め
に

は
、
申
し
込
み
が
必
要
で
、
申
し

込
み
を
し
た
月
分
か
ら
付
加
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
国
民
年
金
基
金
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、
付
加
保
険
料

を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

対
　
象
　

　
第
１
号
被
保
険
者
お
よ
び
任
意
加

入
被
保
険
者
（
国
民
年
金
基
金
に

加
入
し
て
い
る
人
を
除
く
。）

持
ち
物
　

　
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

本
人
確
認
書
類

申
込
み
　
市
民
課 

☎
７
３-

８
０
１
5

区　
分

所
得
金
額

全
額
免
除

(

扶
養
親
族
等
の
数
＋
１)

　
×
35
万
円
＋
32
万
円

４
分
の
３

免
除

88
万
円

　
＋
扶
養
親
族
等
控
除
額

　
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

半
額
免
除

１
２
８
万
円

　
＋
扶
養
親
族
等
控
除
額

　
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

４
分
の
１

免
除

１
６
８
万
円

　
＋
扶
養
親
族
等
控
除
額

　
＋
社
会
保
険
料
控
除
額
等

納
付
猶
予

(

扶
養
親
族
等
の
数
＋
１)

　
×
35
万
円
＋
32
万
円

市民

市民

▲ ホームページ

▼ 後期高齢者医療被保険者証

▲ ホームページ

9 8

PICK UP! PICK UP!


